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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
八
号
） 

１ 

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
及
び
別
表
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


